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こども家庭センターは子育てを こども家庭センターは子育てを 応 援 応 援 します！します！
問こども支援課 こども家庭相談係　本３階　 ０２８７‒２３‒８７９２
問こども支援課 母子健康係　　　　本３階　 ０２８７‒２３‒８６３４

　核家族化や地域社会の変化から、子育て家庭が地域の中で孤立しがちな傾向があり、子育てに困難を抱え
る世帯がこれまで以上に顕在化したと言われています。
　そのような家庭を支援するため、令和7年4月1日からこども家庭センターを設置しました。こども家庭セ
ンターでは、母子保健と児童福祉それぞれの専門職員がより連携を深め、一体的に支援を行います。また、
相談内容によっては、こども家庭センター以外の関係機関との連携を図ります。

こども家庭センター
情報共有・連携情報共有・連携

妊産婦妊産婦 こどもこども子育て世帯（保護者）子育て世帯（保護者）

母子保健や児童福祉の職員が
相談に応じます

こども家庭センターとは？

児童相談所

妊産婦、子育て世帯、こどもが気軽に相
談できる子育て世帯の身近な相談機関

地域子育て相談機関
保育所・幼稚園など

密接な連携 協働

児童福祉

こども家庭相談係こども家庭相談係
（旧 子ども家庭総合支援拠点）（旧 子ども家庭総合支援拠点）

母子健康係母子健康係
（旧 子育て世帯包括支援センター）（旧 子育て世帯包括支援センター）

母子保健母子保健

支援員や保健師などによる
訪問・相談支援を行います。

支援方針の検討・決定などを行うため、
合同ケース会議を開催します。

放課後児童クラブ

教育委員会・学校
（不登校・いじめ相談など）

保育所
（保育・一時預かり）

養育支援ヘルパー
（妊婦 ~ 産後4か月）

民間資源・地域資源と一体となった支援体制を構築民間資源・地域資源と一体となった支援体制を構築

相談内容により、さまざまな機関・相談内容により、さまざまな機関・
サービスと連携して支援しますサービスと連携して支援します

ショートステイ

障害児支援こども食堂

こどもの居場所

医療機関

産後ケア

子育てひろば

産後産前サポート

◀支援機関

◀支援サービスなど

特集



妊娠期から子育て期までの育児サポート妊娠期から子育て期までの育児サポート 皆さまの子育て
を支えます

　妊娠・出産や子育てに関する不安や悩みなどに
ついて、助産師が訪問や電話などで相談支援を行
い、あわせて孤立感の解消を図る（より専門的な
相談や支援が必要な場合は専門職や専門機関につ
なげる）ことを行っています。4月1日からは対象
を生後4か月未満から概ね1歳までと対象を拡大し
ています。
●実施方法
訪問や電話、乳幼児健康相談などの会場の場での面談
●内容
▶妊娠期の相談、出産準備品の確認、赤ちゃん人形

での沐浴や着替え、抱っこ、おむつ替えの練習
▶プレママ教室での仲間づくり
▶出産後の相談、母乳やミルクなどの相談、体重測

定など
●利用料 無料

産前産後サポート事業

　妊婦のための支援給付です。妊娠届出の面談時に
5万円の出産応援給付金の申請ができ、出産後の赤
ちゃん訪問の実施時に子育て応援給付金（児1人に
つき5万円）の申請ができます。
※子育て応援交付金について多胎の場合は、児の

人数に応じて給付されます。
※流産、死産なども申請ができるようになりまし

たので、こども家庭センターにご相談ください。

出産・子育て応援事業の対象を拡充

　妊娠の可能性があるにも関わらず、経済的な問
題で医療機関に受診ができない方に対し、初回の
受診料の助成を行う事業を新設しました。
※市が指定した医療機関となります。
※医療機関からの妊娠届書の提出により母子手帳

の交付、妊産婦医療費助成、妊産婦健診受診券
の発行ができます。

低所得者の妊婦に対する初回産科等受診料助成の新設

　産後のお母さんに対し、出産後の体や心の回復
を促し、安心して健やかな育児ができるよう育児
手技などの相談や保健指導、心理的ケア、母乳ケ
アなどを委託医療機関（助産施設を含む）で行う
「産後ケア事業」を行っていますが、さらに利用
しやすくなるよう利用者負担割合を引き下げ、訪
問型を追加するなど内容を拡充しました。
●実施方法
❶宿泊型❷日帰り型❸訪問型の3種類
●利用者負担額
▶生活保護世帯・非課税世帯は無料
▶課税世帯は一律2割
●助成
助成金（2,500円 /1回）を7回まで利用可能
●利用日数
7日以内（多胎児は14日以内）
●対象者
産後概ね1年未満の母子
※流産または死産の場合でも利用が可能です。

産後ケア事業

　受診券に問診票を追加し、受診票も詳しくなり
ました。また、1か月児健康診査の上限額を5,000
円から6,000円に引き上げました。

1か月児健康診査の受診料の上限額を引き上げ

　支援が必要な家庭に市が委託している事業所の
ヘルパーを派遣しています。
●内容
▶家事支援
　調理、掃除、洗濯、買い物など
▶育児補助支援
　授乳の準備、おむつ交換の片付けなど
●利用料
▶生活保護世帯は無料
▶非課税世帯1時間あたり300円
▶上記以外の世帯は1時間あたり1,000円
●利用可能期間
▶妊娠中から生まれた赤ちゃんが4か月になるまで
▶平日日中の連続2時間以内、月8回まで

養育支援ヘルパー事業
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問こども支援課 母子健康係　こども支援課 母子健康係　本３階　３階　 ０２８７‒２３‒８６３４０２８７‒２３‒８６３４

　こども家庭センターでは、こどもの年齢や　こども家庭センターでは、こどもの年齢や
家庭状況、経済状況に応じ、さまざまなサ家庭状況、経済状況に応じ、さまざまなサ
ポートを行っています。育児に関するあなたポートを行っています。育児に関するあなた
の心強い味方です。有効的にご活用ください。の心強い味方です。有効的にご活用ください。
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